
別紙 

次期広島県保健医療計画の「外来医療に係る医療提供体制の確保に 

関する事項」（外来医療計画）についての圏域協議結果整理表（案） 

 

圏域名：広島圏域              

担当者：柳原義和          

連絡先：082-513-5514        

 

［１］外来医療機能 

①圏域で不足する外来医療機能 

現行計画策定時と同様、地域で不足する外来医療機能を、初期救急、在宅医療、公衆

衛生（学校医、予防接種、健康診断）、その他の医療の６つの項目の中から、県で行っ

たアンケート調査を参考に協議を行ってください。 

 

＜参考、現行計画での不足する外来医療機能＞ 

医療圏 初期救急 在宅医療 
公衆衛生 

その他 
学校医 予防接種 健康診断 

広島 ● ● ●       

広島西 ● ● ●       

呉 ● ●         

広島中央 ● ● ●   ●   

尾三 ● ●   ● ●   

福山・府中 ● ● ●   ●   

備北 ● ● ●   ● ●（へき地の医療） 

※ 不足する機能に●を付している。 

【協議結果】 

※ 自圏域について、不足する機能に「●」を付してください。 

※ その他は該当欄に具体を記入してください。 

 

医療圏 初期救急 在宅医療 
公衆衛生 

その他 
学校医 予防接種 健康診断 

広島 ● ● ●  ●  

広島西       

呉       

広島中央       

尾三       

福山・府中       

備北       

資料１-４ 



②新規開業者等へ「不足する外来医療機能」を担うよう申出書の提出を求める手続き 

不足する外来医療機能を担うことについての合意の有無や合意内容に関する申出書

の提出が求められるのは新規開業者のみでしたが、次期計画からは、ガイドラインによ

り、「外来医師多数区域以外の区域において、又は新規開業者以外の者に対しても、地

域の実情に応じて、地域で不足する医療機能を担うよう求めることができることとす

る。」とされています。令和６年４月 1日からの実施を考えている圏域については地域

医療構想調整会議で協議を行ってください。そうでない圏域については、今後の実施時

期等を圏域で検討してください。 

 

※〇、△：各圏域の判断により、検討する項目。 

【協議結果】 

※ いずれかを選択 

令和６年 4月 1日から実施 

令和６年４月１日以降検討 

［２］医療機器の共同利用 

①圏域毎の共同利用方針 

医療機器の項目ごと及び区域ごとに定めることとされています。現行計画策定時と

同様でよいか、地域医療構想調整会議で協議を行ってください。 

＜参考、現行計画の共同利用の方針＞ 

 

【協議結果】 

※ いずれかを選択（変更する場合、具体の内容を記載） 

現行どおり・変更する（具体：                   ） 

 

 



②医療機器の稼働状況の報告 報告事項 

   次期計画より、共同利用対象医療機器（CT、MRI、PET（PET 及び PET-CT）、放射線治

療機器（リニアック及びガンマナイフ）、マンモグラフィ）を、令和５年４月１日以降

に新規購入した医療機関に対して、外来機能報告で確認できなかった医療機関につい

ては、医療機器の稼働状況の報告を求めることとなりました。具体的な手続き等につ

いては別途通知します。 

【報告結果】 

※ いずれかを選択（意見あり場合、具体の内容を記載） 

意見なし・意見あり（具体：                   ） 


